
第

三

百

七

十

五

号

令

和

五

年

二

月

二

十

四

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

県
産
材
流
通
課)

七
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定
の
解
除

(

環
境
管
理
課)

七
二

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定

(

西
濃
農
林
事
務
所)

七
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

(
選
挙
管
理
委
員
会)

七
二

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

七
三

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可

(

都
市
整
備
課)
七
三

規

則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
号

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当

該
認
定
に
係
る
同
条
第
五
項
第
四
号
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
実
施
し
、
又
は
同
法
第
二

十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
五
項
第
四
号
の
林
業
・
木
材
産

業
改
善
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金

十
二
年
以
内(

三

年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。)

第
四
条
第
三
項
中｢

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
中｢

及
び
第
十
号｣

を｢

、
第
十
号
及
び
第
十
一
号｣

に
、｢

資
金
あ
っ
て
は｣

を｢

資
金

に
あ
っ
て
は｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(
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発
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(
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令
和
五
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二
月
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十
四
日



告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(
以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。令

和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

中
津
川
市
千
旦
林
字
鍜

治
屋
平
六
四
三
番
一
及
び
字
樋
泉
六
一
三
番
二
の
各
一
部)
の
う
ち
、
中
津
川
市
千
旦
林
字
鍜
治
屋

平
六
四
三
番
一
の
全
部(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号
に
よ
り
指
定
を
解
除
し
た
区

域
以
外
の
区
域)

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
七
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。令

和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

中
津
川
市
千
旦
林
字
鍜
治

屋
平
六
四
三
番
一
及
び
字
樋
泉
六
一
三
番
二
の
各
一
部)

の
う
ち
、
中
津
川
市
千
旦
林
字
鍜
治
屋
平

六
四
三
番
一
の
一
部

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
七
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
字
峰
一
七
三
四
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)選

挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人
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多
治
見
市

市
町
村
名

多
治
見
市
か
さ
は
ら
福
祉
セ
ン
タ
ー

集
会
室

施
設

の
名

称

多
治
見
市
笠
原
町
2900番

地
の

６ 所
在

地

200人

収
容
人
員

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
し
た
施
設

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
の
一
部(

蔵
柱
下(

Ⅴ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
図

高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
二
月
八
日

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市

街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

岐
阜
駅
北
中
央
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
吉
野
町
五
丁
目
十
二
番
地

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

同

年
三
月
二
十
五
日
ま
で
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○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市

街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

岐
阜
駅
北
中
央
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
吉
野
町
六
丁
目
二
番
地

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り

行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

同

年
三
月
二
十
五
日
ま
で
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令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


